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	A. 会計・税務 


2014年度付加価値税の申告方法について

2013年12月18日に財務省はオフィシャルレター第17557/BTC-TCT号を発行し、2014年度の付加価値税（VAT)の申告方法についてガイダンスをした。
· 2013年度の課税対象売上高が10億ドン以上である場合、企業は2014年に控除方法でVATを納税する。
· 2013年度の売上高が10億ドン以下であり、かつフォーム06/GTGT（オフィシャルレター第156/2013/TT-BTC号付け）を利用し、管轄税務署へ控除方法の適用について申請が済んだ企業は2014年に控除方法でVATを納税する。
· 2013年度の売上高が10億ドン以下であり、管轄税務署へ控除方法の適用について申請が済んできない企業はみなし課税方法へ変更し、2014年01月01日以降の売上高を元にVATを計算する。
· みなし課税方法へ変更した企業は2014年01月01日より当該する領収書へ切り替え、VATインボイスを利用することができない。
· VAT控除方法の申請書（オフィシャルレター第156/2013/TT-BTC号付きフォーム06/GTGT号）は2013年12月31日までに税務署へ提出すること。
2013年度売上高の算定方法について
· 2013年度売上高は2012年12月より2013年11月末までのVAT申告書に掲載された課税対象商品・サービス売上げの総額である。
· 2013年に新しく設立され、12ヶ月未満稼働している企業の売上げは課税対象商品・サービスの売上げ総額÷（割る）稼働月数×（かける）12ヶ月とする。
追徴された税額はVAT控除申告・損金算入されない

2013年11月18日に、税務総局はオフィシャルレター第7129/TCT-CS号を発行し、輸入時に指定されたVATは控除できないとガイダンスをした。

· 固定資産となる機械設備は輸入時に企業の過失でVAT課税対象外と申告したが、税関よりVAT追徴された場合は追徴税額を控除申告できない。
ベトナムにて勤務している外国人専門家の課税対象所得の計算方法およびベトナム法人の責任について

2013年11月25日に、ロンアン省税務局はオフィシャルレター第2067/CT-TTHT号を発行し、外国人専門家の課税対象所得の計算方法についてガイダンスをした。
· ベトナム法人と外国法人で契約を結び、外国人専門家がベトナム法人を支援するために発生する費用（家賃、光熱費、食費など）はベトナム法人より提供する場合、これらの費用はすべて専門家の課税所得とみなされる。
· ベトナムで勤務する間に外国法人より払われた給料も個人所得税の課税対象となる。
· ベトナム法人の責任：
· 外国人専門家に掛かった費用を源泉徴収し、個人所得税申告すること。
· 専門家の個人所得税の納税義務について外国法人へ通知すること。
· 勤務する予定の専門家の情報を勤務開始日より7日前までに税務局へ連絡すること。
· 外国人専門家は規定に基づき、外国法人から得た収入分を個人所得税の申告・納税を行うこと。
· 外国法人はベトナムへ専門家を派遣し、派遣費を請求する場合、これらの費用は外国契約者税の課税対象となる。
契約違反時に処分された輸入商品に該当する費用は損金算入として認めない。

2013年11月28日に、税務総局はオフィシャルレター第410/TCT-CS号を発行し、契約違反と確認し、処分された輸入商品の損金算入についてガイダンスをした。

輸入側が契約内容と違った商品であることを発見し、返送について議論したが、販売側は受け取らず、輸入側で処分となった場合、これらの費用（購入価額、輸入サービス費、処分費など）は法人所得税申告する際に損金として申告できない。

	B. 投資・その他


失業保険の加入対象者は拡大された

2013年11月16日に、国会は職務法第38/2013/QH13を公布した。従って、
· 失業保険の加入対象者は３ヶ月以上の労働契約がある人という。又、従業員数が10人未満の法人も義務的な失業保険に加入する必要がある。
· 2013年号職務法に述べられる失業保険に関する事項は全て2006年号にあった規定に差し替え、旧保険に加入した期間は引き続き新保険の加入期間に加算される。
· 新職務法も国家資格の試験、資格者証交付や就職セミナーなど、就職活動を応援する政策を定めた。
新職務法は2015年01月01日より発効する。　
2014年から社会保険料2%引上げ
強制保険及び任意保険に関するガイドラインでる2006年12月22日に発行された政令152/2006/ND-CP号及び2007年12月28日に発行された政令190/2007/ND-CPによると
· 社会保険料26％へ引き上げ（2%引上げ）、その内、企業は18％、労働者は08％を負担する。
· 失業保険及び健康保険の保険料は変更がない。失業保険料2％（企業は1％、労働者は1％）、健康保険料4.5％（企業は3％、労働者は1.5％）
従って、2014年1月1日以降、社会保険、失業保険、健康保険料合わせて、企業側22%負担、労働者側10.5%負担となる。
ベトナム法令ニュース
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